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成
年
後
見
制
度
っ
て
な
に
？

　
認
知
症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い

な
ど
に
よ
り
、
判
断
能
力
が
十
分
で
は
な

い
方
に
対
し
、
本
人
の
権
利
を
守
る
支
援

者（
成
年
後
見
人
等
）を
選
ぶ
こ
と
で
、
本

人
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
保
護

し
、
支
援
す
る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
人
等
に
よ
る
支
援
の
例

○
預
貯
金
や
不
動
産
等
の
財
産
管
理

○ 

税
金
や
保
険
料
、
公
共
料
金
、
介
護
費

用
な
ど
の
支
払

○ 

遺
産
相
続
の
話
し
合
い
へ
本
人
の
代

理
で
参
加

○
適
切
な
医
療
を
受
け
る
た
め
の
手
配

○
要
介
護
認
定
の
申
請

○
介
護
、
障
害
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約

○
住
む
場
所
を
決
め
る
た
め
の
契
約

○
不
利
益
な
契
約
の
取
消

　
高
齢
化
率
の
増
加
に
伴
い
、
認
知
症
に
な
る
方
も
増
加
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
で
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
を
見

守
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
認
知
症
に
な
っ
た
方
の
思
い
を
く
み

取
っ
た
優
し
い
声
か
け
や
負
担
な
く
で
き
る
見
守
り
方
法
な
ど
皆

さ
ん
で
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

成
年
後
見
制
度
の
種
類

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、「
法
定
後
見
制

度
」と「
任
意
後
見
制
度
」の
２
つ
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

法
定
後
見
制
度

　

本
人
や
親
族
な
ど
の
申
立
て
に
よ
っ

て
家
庭
裁
判
所
で
選
ば
れ
た
成
年
後
見

人
等
が
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　

判
断
能
力
の
程
度
に
応
じ
て
「
後
見
」

「
保
佐
」「
補
助
」に
分
け
ら
れ
ま
す
。

任
意
後
見
制
度

　
元
気
な
う
ち
に
、
将
来
に
備
え
て
、
あ

ら
か
じ
め
契
約
な
ど
で
代
理
人
を
選
ん

で
お
く
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

本
人
の
判
断
能
力
が

低
下
し
た
時
に
家
庭

裁
判
所
に
申
立
て
を

す
る
と
支
援
が
開
始

さ
れ
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
の
し
く
み
や
概
要
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

　
【
高
齢
者
の
方
】 　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら
ぎ
」　
☎
87
‐
０
９
０
０

　
【
障
が
い
の
あ
る
方
】 

福
祉
課（
す
こ
や
か
内
）　
☎
87
‐
０
7
7
7

　
【
法
人
に
よ
る
後
見
事
業
所
】 

勝
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー�

�

「
さ
さ
え
愛
」　　
☎
88
‐
１
1
7
7

出
前
講
座
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　

ふ
く
い
嶺
北
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
で

は
、
住
民
や
福
祉
、
医
療
機
関
な
ど
を
対

象
に
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。
研
修

に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

講
座
の
例

○
成
年
後
見
制
度
の
理
解

○
自
分
ら
し
い
老
後
に
向
け
た
備
え

○
認
知
症
と
成
年
後
見
制
度

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ザ
内

電　
話 

０
７
７
６
‐
28
‐
３
７
７
５

F
A
X 

０
７
７
６
‐
28
‐
３
７
７
６

見
守
り
シ
ー
ル
を
見
か
け
た
ら
、

声
か
け
を

　
も
し
も
、
ご
本
人
が
行
方
不
明
に
な
っ

た
時
に
、「
何
か
困
っ
て
い
る
の
か
な
？
」

と
気
付
い
た
発
見
者
が
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読
み
取
る
と
、
事
前
に
登
録
し
た
家
族

（
保
護
者
）に
瞬
時
に
メ
ー
ル
が
届
く
シ
ス

テ
ム
で
す
。

　
チ
ャ
ッ
ト
式
の
伝
言
板
で
、
や
り
取
り

が
簡
単
に
で
き
ま
す
。
ま
た
、
お
互
い
の

個
人
情
報
も
守
ら
れ
ま
す
。

　
勝
山
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
31
人
の
方
が

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
見
守
り
シ
ー
ル
を

見
か
け
た
ら
、「
ど
こ
に
い
か
れ
る
の
で

す
か
？
」な
ど
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。　

専
門
的
な
相
談
は
ふ
く
い
嶺
北
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
へ（
相
談
無
料
）

ふ
く
い
嶺
北
成
年
後
見

�

セ
ン
タ
ー
と
は

　

勝
山
市
、
福
井
市
、
鯖
江
市
、
永
平

寺
町
、
池
田
町
、
南
越
前
町
、
越
前
町

の
７
市
町
が
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促

進
を
図
る
た
め
に
共
同
で
設
置
し
て
い

ま
す
。

　
専
門
家
に
よ
る
相
談
対
応（
＊
）の
ほ

か
、
制
度
等
の
普
及
啓
発
、
市
民
後
見

人
の
養
成
講
座
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

＊
面
談
・
出
張
に
よ
る
相
談
は
要
予
約

見
守
り
シ
ー
ル
に
気
づ
い
て

『
勝
山
市
見
守
り
事
業
』

　

認
知
症
な
ど
で
行
方
不
明
に
な
る
可

能
性
の
あ
る
方
に
、
申
込
み
に
よ
り
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
付
き
の
見
守
り
シ
ー
ル
を
40

枚
（
耐
洗
ラ
ベ
ル
30
枚
・
畜
光
シ
ー
ル

10
枚
）
配
布
し
ま
す
。
衣
服
や
持
ち
物

に
貼
っ
て
ご
利
用
頂
き
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
時
の
強
い
味
方「
成
年
後
見
制
度
」

�

問
健
康
体
育
課（
す
こ
や
か
内
）☎
87
‐
0
9
0
0

認
知
症
に
な
っ
て
も
大
丈
夫
だ
よ
と
言
え
る
地
域
へ

�

問
勝
山
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
す
こ
や
か
）☎
87
‐
0
9
0
0

　本人や配偶者、四親等内の親族などが申立て
を行います。※身寄りがいない、または音信不
通の場合には、市長申立てを行うことができま
す。
家庭裁判所へ申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所
（勝山市の場合は福井家庭裁判所）

審判（成年後見人等の決定）
家庭裁判所の調査官等による聞き取
りや調査が行われ、成年後見人にな
る人を選任

後見の開始
審判の内容が登記され、開始
※ 親族以外の後見人などの場合、報

酬が必要

申立て後、約２～３ヵ月で支援が開始されます。

成年後見制度利用までの流れ
（法定後見制度）

たけとう病院院長武藤寛先生の講話
『ココが知りたい！認知症
� ～認知症にそなえる～』 認知症キャラバン・メイト（＊）の寸劇

認知症を正しく理解しよう！9/14 認知症になる確率！認知症になる確率！
65歳以上 ５人に1人65歳以上 ５人に1人
85歳以上 ２人に1人85歳以上 ２人に1人

pHOTo話題

　認知症を正しく知ってもらうため、『かっちゃま認知症フェア～
認知症になっても大丈夫だよ～』を開催しました。約220人の参加
者が講話や寸劇などで、認知症の知識や対応方法を学びました。
負担なくできる地域の見守り
　寸劇では、「ゴミ出しが難しくなった方への対応」が演じられま
した。認知症の症状の一つに見当識障害があります。月日や曜日、
場所などが分からなくなり、「今日はゴミの日ではない」ことを何
度伝えても、理解が難しい場合があります。
　散歩のついでや近所の方々が交代で声をかけるなど、負担なく
できる方法での見守りで、支えることができます。
＊認知症についての正しい知識を市民に伝える活動をボランティアで行っている方々

耐
洗
ラ
ベ
ル
は
衣
服
な
ど
に
ア
イ
ロ
ン
で

貼
り
付
け

蓄
光
シ
ー
ル
は
持
ち
物
な
ど
に
貼
る

�

（
暗
闇
で
光
る
）

認
知
症
の
方
や
家
族
へ
の

�

サ
ポ
ー
ト
講
座
を
開
催
し
ま
す

『
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
』

時
10
月
22
日
㈫
午
後
7
時
～

所
す
こ
や
か 

第
１
会
議
室
申
要
申
込

問
勝
山
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

�

☎
87
‐
0
9
0
0 見守り事業の

詳細はこちら

認
知
症
の

�

総
合
相
談
窓
口
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